
 

高校進学をサポートします！
令和７年度 うるま市学習支援事業

info

国勢調査員を募集しています！info

問　保護課　☎979-6552

問　国勢調査うるま市実施本部　☎923-4407　

事業の目的
　うるま市内の生活保護受給世帯や生活困窮世帯のお子さんを対象に、高校進学を希望する中学３年生等に　　
対し、通塾の費用を公費で負担し、学習支援、基礎学力の習得及び学習意欲の向上を図ります。
（※家庭の経済的な事情により塾に通うことが困難な中学生に対し、高校進学に向けた学習支援となります。
～生活困窮者自立支援事業～）

対象者

支援期間

電話予約期間　 

公費で負担するもの 

申請・面談期間 

　　　　　うるま市在住で下記の条件のいずれかに該当するもの
　（１）生活保護受給世帯に属する中学生（１～３年生）
　（２）就学援助の認定を受けている住民税非課税世帯に属する中学３年生
　（３）前年度中学を卒業した過卒生（住民税非課税世帯）で高校進学を目指すもの
　　　　　　　　6/２（月）～6/20（金）まで
　　　　　　　　6/９（月）～6/30（月）まで
　　　　　　　　※生活保護世帯については、電話予約および申請受付を
　　　　　　　　　「4/10（木）～6/30（月）」まで
　　　　　　 開始決定日、または夏期講習～令和8年3月まで
　　　　　　　　　　　入塾料、月謝、夏期 ・冬期講習代金、教材費、模擬試験代など
　　　　　　　　　　　・現金での支給はありません。
　　　　　　　　　　　・申請時に親子で面接を受けていただき、お子さんご本人の意向の確認等を行います。　
　　　　　　　　　　　※ご相談は上記の期間以外でも受け付けています。　

国勢調査とは
　5年に一度行われる、日本国内に住んでいるすべての人（外国人を含む）と世帯を対象
とした、国の最も重要な統計調査です。10月１日を調査期日として、世帯員の数や性別、
生年月、就業状態などを調査します。

・調査員説明会への参加（9月初旬）
・調査書類等の配布・記入依頼（9月中旬～）
・調査書類等の回収と点検、整理（～10月）など
　　　　　　
9～10月の2か月間

おおむね8万円程度（2調査区、80～200世帯の場合）

右記QRを読み取り、国勢調査員募集フォームより必要
事項を入力するか、国勢調査うるま市実施本部までお電
話ください。

・ご希望の地域により、従事できないこともあります。
・できるだけご希望に基づいて調査区を決定しますが、
ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

国勢調査員の仕事

任用期間

報　酬

応募方法

注意事項

【調査員募集用フォーム】
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問　介護長寿課　☎973-3208

問　介護長寿課　☎973-3208

助成対象者

助成内容

申し込み

注意事項

　●介護保険料の納付書または納付通知書　
　●本人確認書類　●届出印
　●預貯金通帳　　●金融機関のキャッシュカード

介護長寿課または県内の金融機関

１期：6/30　２期：７/31　３期：９/１
４期：9/30　５期：10/31  ６期：12/１
７期：1/5　  ８期：2/2 　  ９期：3/２　10期：3/31

分割による納付相談や、申請によって
受けられる減免制度等があります。介
護長寿課までご相談ください。

★令和７年度の介護保険料の納期限 ★どうしても納付が困難な時は・・・

　令和７年度の介護保険料納付通知書を６月中旬に65歳以上の普通徴収（納付書によるお支払い）の
方へお送りしますので、通知書は必ず開封して内容をご確認のうえ、期限内に納付をお願いします。

　市では、聴力の低下により補聴器の使用が必要と認められる高齢者に対し、6月より
補聴器購入費の助成を行います。事前の手続きが必要となりますので、助成を希望する
方は介護長寿課へご相談ください。

①市内に住所を有している６５歳以上の方であること
②住民税非課税世帯であること
③耳鼻咽喉科の医師より、補聴器の使用が必要と意見書を徴することができること
　※障害者総合支援法など他の制度で補聴器の補助・交付を受けることができる方や、
　　過去に本助成を受けたことがある場合は、利用できません。

①補聴器本体1台分の購入費として、1人当たり３万円（上限額）を助成します。
②助成は１人１回限りです。

・申し込み開始は６/２（月）です。
・助成希望の方は、事前確認依頼書を介護長寿課 高齢者福祉係へ提出してください。
※要件の確認ができた方には、医師意見書・助成申請書の用紙をお渡しします。

年金が年額18万円以上の方⇒年金から【天引き】になります（特別徴収）

高齢者向け補聴器購入費を助成します。

納め忘れがないように、口座振替をご利用ください。

6月から介護保険料の納付が始まります！

手続き場所

必要なもの

6/2
開始!

・市の助成決定前に購入した補聴器は、助成の対象になりません。
・診察料、検査料、医師意見書作成料等にかかる費用は自己負担となります。
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